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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の型と前記第１の型に相対向する第２の型とを少なくとも有する成形型と、前記第
１の型と前記第２の型との少なくとも一方に設けられたキャビティと、基板の被装着面に
接地電極が設けられ少なくともチップが装着された封止前基板を平面視して前記キャビテ
ィに重なるようにして供給する基板供給機構と、前記キャビティに樹脂材料を供給する樹
脂供給機構と、前記成形型を型開きし型締めする型締め機構とを備えた、前記チップと平
面視して前記チップを覆う第１の部材と前記樹脂材料から成形された硬化樹脂を含む封止
樹脂とを少なくとも有する電子部品を製造する電子部品の製造装置であって、
　前記成形型が型締めされた状態において前記キャビティにおける前記第１の部材が配置
される第１の配置領域と、
　一定の型締め圧力によって前記成形型が型締めされた状態において、前記成形型から受
ける前記一定の型締め圧力を減らす圧力低減部とを備え、
　前記第１の部材は導電性を有し、
　前記成形型が型締めされた状態において、前記キャビティにおいて硬化した前記硬化樹
脂によって、前記チップと前記第１の部材と前記被装着面における少なくとも一部分とが
樹脂封止され、
　前記一定の型締め圧力から減らされた小さい圧力によって前記チップが押圧された状態
において前記硬化樹脂が成形され、
　前記第１の部材が前記圧力低減部に相当し、
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　前記第１の部材に前記一定の型締め圧力を加えることによって前記第１の部材を圧縮さ
せて変形させ、
　前記圧力低減部は放熱板として機能する、又は、前記圧力低減部は放熱板及び電磁遮蔽
板の双方として機能し、
　前記第１の部材に重なって前記第１の部材に接触するか又は前記接地電極と前記第１の
部材とに接触し、導電性を有する第２の部材を更に備える、電子部品の製造装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された電子部品の製造装置において、
　前記圧力低減部は次のいずれか１つの材料を少なくとも含む、電子部品の製造装置。
 (1)繊維状金属
 (2)波形状の断面形状を有する金属板
 (3)導電性繊維
 (4)スポンジ状の導電性樹脂
 (5)多孔質金属
【請求項３】
　基板と、
　前記基板の被装着面に装着されたチップと、
　前記チップに形成された複数のチップ電極と前記基板に形成された複数の基板電極とを
それぞれ電気的に接続する複数の接続部材と、
　前記複数の基板電極にそれぞれつながって外部の機器に電気的に接続される複数の外部
電極と、
　前記チップの上方において平面視して前記チップを覆うように設けられ導電性を有する
第１の部材と、
　前記基板の前記被装着面に成形され少なくとも前記チップと前記第１の部材と前記被装
着面における少なくとも一部分とを樹脂封止する封止樹脂と、
　前記封止樹脂が成形される際に成形型から一定の型締め圧力を受けることによって圧縮
変形した圧力低減部とを備え、
　前記第１の部材が前記圧力低減部に相当し、
　前記第１の部材が前記一定の型締め圧力を受けることによって圧縮されて変形し、
　前記圧力低減部は放熱板として機能する、又は、前記圧力低減部は放熱板及び電磁遮蔽
板の双方として機能し、
　前記圧力低減部は、繊維状金属、波形状の断面形状を有する金属板、導電性繊維、スポ
ンジ状の導電性樹脂、及び多孔質金属のいずれか１つの材料を少なくとも含み、
　前記第１の部材に重なって前記第１の部材に接触するか又は前記基板に設けられた接地
電極と前記第１の部材とに接触し、導電性を有する第２の部材を更に備える、電子部品。
【請求項４】
　互いに対向する第１の型及び第２の型を少なくとも有する成形型を型締めし、チップが
装着された基板のチップ装着側に放熱板となる導電性の板状部材を配置すると共に前記チ
ップと前記板状部材とを接触させた状態として樹脂成形することにより、電子部品を製造
する電子部品の製造方法であって、
　前記板状部材として、型締め圧力を減らす部材を用い、
　前記板状部材に導電性部材を重ねて接触させた状態で型締めして樹脂成形を行う、電子
部品の製造方法。
【請求項５】
　互いに対向する第１の型及び第２の型を少なくとも有する成形型を型締めし、チップが
装着された基板のチップ装着側に放熱板となる導電性の板状部材を配置すると共に前記チ
ップと前記板状部材とを接触させた状態として樹脂成形することにより、電子部品を製造
する電子部品の製造方法であって、
　前記板状部材として、繊維状金属、波形状の断面形状を有する金属板、導電性繊維、ス
ポンジ状の導電性樹脂、及び多孔質金属のうちの少なくとも１つの材料を含む部材を用い
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、
　前記板状部材に導電性部材を重ねて接触させた状態で型締めして樹脂成形を行う、電子
部品の製造方法。
【請求項６】
　前記板状部材と前記基板の前記チップが装着された面に形成された接地電極とに、前記
導電性部材を接触させた状態となるように型締めして樹脂成形を行う、請求項４又は５に
記載の電子部品の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トランジスタ、集積回路（Integrated Circuit ：ＩＣ）などのチップ状の
素子（以下適宜「チップ」という。）を樹脂封止することによって電子部品を製造する、
電子部品の製造装置及び製造方法並びに電子部品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体デバイスはますます高性能化、多機能化、小型化が進み、それに伴い半導
体チップが消費する消費電力がますます増大する傾向にある。特に、大電力を取り扱うパ
ワーデバイス、高周波信号を取り扱うマイクロプロセッサ、高周波デバイスなどの半導体
チップにおいては、消費電力が増大することによる発熱が大きな問題となっている。半導
体チップが発する熱の放出を促進するために、半導体装置（半導体パッケージ）の表面に
放熱板（ヒートシンク）を設けることによって半導体チップが発する熱を外部に放出して
冷却することが行われている。
【０００３】
　放熱板を有する半導体装置として、樹脂封止用の硬化樹脂により、アルミニウムなどの
金属からなるヒートシンクの取付がなされる半導体装置が、提案されている（例えば、特
許文献１の段落〔０００６〕、〔００４３〕、図１及び図２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５８３１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された従来の半導体装置には次の課題がある。特許文
献１の段落〔０００７〕、図２（ａ）に示されるように、ヒートシンクは良熱伝導性部材
を介して半導体チップの背面に接する。金属製のヒートシンクと半導体チップとを直接接
触させると、半導体チップの欠け、割れなどの破損が発生するおそれがある。半導体チッ
プの破損を防止するために、ヒートシンクと半導体チップとの間に良熱伝導性部材を設け
る。
【０００６】
　本発明は上記の課題を解決するもので、チップの破損を防止して、チップとチップを覆
うようにして設けられ導電性を有する第１の部材とを含む電子部品を製造する、電子部品
の製造装置及び製造方法並びに電子部品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る電子部品の製造装置は、第１の型と第１の
型に相対向する第２の型とを少なくとも有する成形型と、第１の型と第２の型との少なく
とも一方に設けられたキャビティと、基板の被装着面に接地電極が設けられ少なくともチ
ップが装着された封止前基板を平面視してキャビティに重なるようにして供給する基板供
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給機構と、キャビティに樹脂材料を供給する樹脂供給機構と、成形型を型開きし型締めす
る型締め機構とを備えた、チップと平面視してチップを覆う第１の部材と樹脂材料から成
形された硬化樹脂とを少なくとも有する電子部品を製造する電子部品の製造装置であって
、成形型が型締めされた状態においてキャビティにおける第１の部材が配置される第１の
配置領域と、一定の型締め圧力によって成形型が型締めされた状態において、成形型から
受ける一定の型締め圧力を減らす圧力低減部とを備える態様を有する。加えて、第１の部
材は導電性を有し、成形型が型締めされた状態において、キャビティにおいて硬化した硬
化樹脂によって、チップと第１の部材と被装着面における少なくとも一部分とが樹脂封止
され、一定の型締め圧力から減らされた小さい圧力によってチップが押圧された状態にお
いて硬化樹脂が成形される。
【０００８】
　本発明に係る電子部品の製造装置によれば、上述の電子部品の製造装置において、第１
の部材が圧力低減部に相当する。
【０００９】
　本発明に係る電子部品の製造装置によれば、上述の電子部品の製造装置において、第１
の部材に重なって第１の部材に接触し、導電性を有する第２の部材を更に備え、第１の部
材と第２の部材とのうち少なくともいずれか一方が圧力低減部に相当する。
【００１０】
　本発明に係る電子部品の製造装置によれば、上述の電子部品の製造装置において、一定
の型締め圧力によって成形型が型締めされた状態において、第１の部材が接地電極に電気
的に接続される。
【００１１】
　本発明に係る電子部品の製造装置によれば、上述の電子部品の製造装置において、接地
電極と第１の部材とに接触し導電性を有する第２の部材を更に備え、第１の部材と第２の
部材とのうち少なくともいずれか一方が圧力低減部に相当する。
【００１２】
　本発明に係る電子部品の製造装置によれば、上述の電子部品の製造装置において、成形
型と型締め機構とを有する少なくとも１個の成形モジュールを備え、１個の成形モジュー
ルと他の成形モジュールとが着脱されることができる。
【００１３】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る電子部品の製造方法は、第１の型と第１の
型に相対向する第２の型とを少なくとも有する成形型を準備する工程と、基板の被装着面
に接地電極が設けられ少なくともチップが装着された封止前基板を準備する工程と、成形
型に形成されたキャビティに平面視して重なるようにして封止前基板を供給する工程と、
キャビティに樹脂材料を供給する工程と、成形型を型締めする工程と、樹脂材料から生成
された流動性樹脂をキャビティにおいて硬化させることによって硬化樹脂を成形する工程
とを備えた、チップと平面視してチップを覆う第１の部材と硬化樹脂とを少なくとも有す
る電子部品を製造する電子部品の製造方法であって、導電性を有する第１の部材を少なく
とも準備する工程と、平面視してチップとキャビティとに重なるようにしてチップとキャ
ビティとの間に第１の部材を供給する工程と、第１の部材をキャビティにおける第１の配
置領域に配置する工程と、一定の型締め圧力によって成形型が型締めされた状態を維持す
る工程とを備える態様を有する。加えて、一定の型締め圧力によって成形型が型締めされ
た状態を維持する工程において、チップと第１の部材と被装着面における少なくとも一部
分とが流動性樹脂に浸かった状態で硬化樹脂を成形し、一定の型締め圧力によって成形型
が型締めされた状態を維持する工程において、成形型から受ける一定の型締め圧力を圧力
低減部によって減らし、一定の型締め圧力から減らされた小さい圧力によってチップを押
圧する。
【００１４】
　本発明に係る電子部品の製造方法によれば、上述の電子部品の製造方法において、第１
の部材が圧力低減部に相当する。
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【００１５】
　本発明に係る電子部品の製造方法は、上述の電子部品の製造方法において、導電性を有
する第２の部材を準備する工程と、第２の部材が第１の部材に重なって接触するようにし
て第２の部材をキャビティにおける第２の配置領域に配置する工程とを更に備える態様を
有する。加えて、第１の部材と第２の部材とのうち少なくともいずれか一方が圧力低減部
に相当する。
【００１６】
　本発明に係る電子部品の製造方法によれば、上述の電子部品の製造方法において、成形
型を型締めする工程において第１の部材を接地電極に電気的に接続する。
【００１７】
　本発明に係る電子部品の製造方法は、上述の電子部品の製造方法において、導電性を有
する第２の部材を準備する工程と、接地電極と第１の部材とに第２の部材を接触させる工
程とを更に備える態様を有する。加えて、第１の部材と第２の部材とのうち少なくともい
ずれか一方が圧力低減部に相当する。
【００１８】
　本発明に係る電子部品の製造方法は、上述の電子部品の製造方法において、成形型を有
する少なくとも１個の成形モジュールを準備する工程を備える態様を有する。加えて、１
個の成形モジュールと他の成形モジュールとを着脱することができる。
【００１９】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る電子部品は、基板と、基板の被装着面に装
着されたチップと、チップに形成された複数のチップ電極と基板に形成された複数の基板
電極とをそれぞれ電気的に接続する複数の接続部材と、複数の基板電極にそれぞれつなが
って外部の機器に電気的に接続される複数の外部電極と、チップの上方において平面視し
てチップを覆うように設けられ導電性を有する第１の部材と、基板の被装着面に成形され
少なくともチップと第１の部材と被装着面における少なくとも一部分とを樹脂封止する封
止樹脂と、封止樹脂が成形される際に成形型から一定の型締め圧力を受けることによって
圧縮変形した圧力低減部とを備える態様を有する。
【００２０】
　本発明に係る電子部品によれば、上述の電子部品において、圧力低減部は次のいずれか
のうち１つの材料を少なくとも含む。(1)繊維状金属、(2)波形状の断面形状を有する金属
板、(3)導電性繊維、(4)スポンジ状の導電性樹脂。
【００２１】
　本発明に係る電子部品によれば、上述の電子部品において、第１の部材が圧力低減部に
相当する。
【００２２】
　本発明に係る電子部品は、上述の電子部品において、第１の部材に重なって第１の部材
に接触し、導電性を有する第２の部材を更に備える態様を有する。加えて、第１の部材と
第２の部材とのうち少なくともいずれか一方が圧力低減部に相当する。
【００２３】
　本発明に係る電子部品によれば、上述の電子部品において、基板に設けられた接地電極
に第１の部材が電気的に接続される。
【００２４】
　本発明に係る電子部品は、上述の電子部品において、基板に設けられた接地電極と第１
の部材とに接触し、導電性を有する第２の部材を更に備える態様を有する。加えて、第１
の部材と第２の部材とのうち少なくともいずれか一方が圧力低減部に相当する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、チップの破損を防止して、チップとチップを覆うようにして設けられ
導電性を有する第１の部材とを含む電子部品を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】（ａ）は本発明に係る実施例１の電子部品の構成を示す概略断面図、（ｂ）は（
ａ）の変形例である。
【図２】（ａ）は本発明に係る実施例２の電子部品の構成を示す概略断面図、（ｂ）は（
ａ）の変形例である。
【図３】本発明に係る実施例３の電子部品の構成を示す概略断面図である。
【図４】（ａ）は本発明に係る実施例４の電子部品の構成を示す概略断面図、（ｂ）は（
ａ）の１つの変形例、（ｃ）は（ａ）の別の変形例である。
【図５】（ａ）～（ｂ）は、本発明に係る実施例５の電子部品の構成を示す概略断面図で
ある。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例６の製造方法において、材料収容枠に板
状の多孔質金属と樹脂材料とを収容する過程を示す概略断面図である。
【図７】（ａ）～（ｂ）は、本発明に係る実施例６の製造方法において、キャビティに多
孔質金属と樹脂材料とを供給する過程を示す概略断面図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例６の製造方法おいて、基板に装着された
チップと多孔質金属とを樹脂封止する過程を示す概略断面図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例７の製造方法において、材料収容枠に複
数の多孔質金属と樹脂材料とを収容する過程を示す概略断面図である。
【図１０】（ａ）～（ｂ）は、本発明に係る実施例７の製造方法において、キャビティに
複数の多孔質金属と樹脂材料とを供給する過程を示す概略断面図である。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例７の製造方法おいて、基板に装着され
た複数のチップとそれらのチップに対応する複数の多孔質金属とを樹脂封止する過程を示
す概略断面図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例８の製造方法において、材料収容枠に
ふた状の多孔質金属と樹脂材料とを収容する過程を示す概略断面図である。
【図１３】（ａ）～（ｂ）は、本発明に係る実施例８の製造方法において、キャビティに
多孔質金属と樹脂材料とを供給する過程を示す概略断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例８の製造方法おいて、基板に装着され
たチップと多孔質金属とを樹脂封止する過程を示す概略断面図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は、本発明に係る実施例９の製造方法おいて、基板に装着され
たチップ及び多孔質金属を樹脂封止する過程を示す概略断面図である。
【図１６】本発明に係る製造装置において、装置の概要を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図４に示されるように、第１の例として、基板２７にフリップチップ実装されたチップ
２８を覆うふた状の多孔質金属２５が置かれる。多孔質金属２５の内側が、封止樹脂１４
によって樹脂封止される。多孔質金属２５の内底面がチップ２８の頂面に密着する。第２
の例として、チップ３１のワイヤボンディング用のパッド１１の周辺以外の領域に板状の
多孔質金属１３が置かれ、多孔質金属１３を覆う多孔質金属２５が置かれる。多孔質金属
２５の内側が、封止樹脂１４によって樹脂封止される。チップ２８の頂面と多孔質金属１
３の下面とが密着し、多孔質金属１３の上面と多孔質金属２５の内底面とが密着する。第
３の例として、基板３３にフリップチップ実装されたチップ３４を覆って多孔質金属２５
が置かれる。基板３３とチップ３４との間がアンダーフィル３５によって満たされる。３
つの例のいずれにおいても、多孔質金属２５は、壁部の底面が接地電極４ａに密着するこ
とによって、接地電極４ａに電気的に接続される。多孔質金属２５は放熱板及び電磁遮蔽
板として機能する。
【実施例１】
【００２８】
　本発明に係る電子部品の実施例を、図１を参照して説明する。本出願書類におけるいず
れの図についても、わかりやすくするために、適宜省略し又は誇張して模式的に描かれて
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いる。同一の構成要素については、同一の符号を付して説明を適宜省略する。
【００２９】
　図１（ａ）に示されるように、電子部品１は、基板２と基板２の上に搭載（装着）され
た半導体チップ３とを備える。基板２としては、例えば、ガラスエポキシ積層板、プリン
ト基板、セラミックス基板、フィルムベース基板、金属ベース基板などが使用される。半
導体チップ３は、シリコンウェーハや化合物半導体ウェーハなどから製造される。半導体
チップ３として、例えば、パワーデバイス、マイクロプロセッサ、高周波デバイスなどが
搭載される。図１においては、半導体チップ３における回路が形成された主面（例えば、
回路が形成された面である主面）の側が上を向くようにして、基板２に半導体チップ３が
搭載される（フェイスアップ実装）。言い換えれば、半導体チップ３における回路が形成
されていない面（副面）の側が、基板２に搭載される。
【００３０】
　基板２の上面には複数の配線４が設けられる。複数の配線４の一端（内側の端：半導体
チップ３に近い側の端）は、半導体チップ３のパッドに電気的に接続（以下単に「接続」
という）される基板電極５を構成する。複数の配線４の他端（外側の端：半導体チップ３
から遠い側の端）は、基板２の内部に設けられたビア配線６及び内部配線（図示なし）を
介して基板２の下面に設けられたランド７にそれぞれ接続される。ランド７は、基板２の
下面において格子（grid）状に設けられる。
【００３１】
　基板２の上面においては、基板電極５の表面を除いて、複数の配線４を保護するための
絶縁性樹脂被膜であるソルダレジスト８が設けられる。基板２の下面には、各ランド７の
表面を除いてソルダレジスト９が設けられる。各ランド７には、外部の機器が有する外部
電極に対して接続されるはんだボール（外部電極）１０が、それぞれ設けられる。基板２
に設けられた配線４、ビア配線６、内部配線（図示なし）、及びランド７には、小さい電
気抵抗率を有する銅（Ｃｕ）がそれぞれ使用されることが好ましい。
【００３２】
　半導体チップ３が、基板２に形成されたソルダレジスト８上に接着剤（図示なし）によ
って装着される。半導体チップ３が、基板２に形成された銅箔からなるダイボンディング
用のパッドに導電性ペーストによって装着されてもよい。半導体チップ３の主面側には複
数のワイヤボンディング用のパッド１１が半導体チップ３の周囲に設けられる。複数のパ
ッド１１は金線又は銅線からなるボンディングワイヤ（接続部材）１２を介して基板電極
５にそれぞれ接続される。
【００３３】
　半導体チップ３の上には、半導体チップ３の外縁の内側に設けられた複数のパッド１１
の領域を除いて、多孔質金属（ポーラス金属）１３が設けられる。多孔質金属１３は板状
であって繊維状の部材である。半導体チップ３の主面と多孔質金属１３の下面とは直接接
触して密着する（以下適宜「接触する」という）。
【００３４】
　多孔質金属１３としては、例えば、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、ステンレス鋼（ＳＵＳ）などが使用される。多孔質金属１３は、内部に多数の空孔
（３次元連通孔）が存在するので通常の金属に比べて軽い。多孔質金属１３は、金属であ
るので高い熱伝導性を有する。多孔質金属１３は、繊維状であって内部に多数の３次元連
通孔が存在するので、優れた応力緩和性を有する。このことにより、多孔質金属１３が半
導体チップ３に対して押圧された場合に、多孔質金属１３が圧縮されて変形する。したが
って、半導体チップ３の破損を防止できる。
【００３５】
　多孔質金属１３の３次元連通孔の内径をμｍオーダーに製造することができる。多孔質
金属１３を繊維状の構造にすることができる。したがって、多孔質金属の端面に、金属繊
維の端部と曲がり部とを含む微小な凹凸（突起）を多数形成することができる。このこと
によって、多孔質金属を他の導電体などに接続することが容易になる。図１（ａ）に示さ
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れた多孔質金属１３は、半導体チップ３が発する熱を放出する放熱板として機能する。
【００３６】
　基板２の上面には半導体チップ３、複数の配線４、ソルダレジスト８、ボンディングワ
イヤ１２、及び、多孔質金属１３の側面を覆うようにして、封止樹脂１４が設けられる。
言い換えれば、基板２の上面に装着された半導体チップ３と、複数の配線４と、ソルダレ
ジスト８と、ボンディングワイヤ１２と、多孔質金属１３の側面とを、封止樹脂１４によ
って樹脂封止する。本出願書類において、「封止樹脂１４によって樹脂封止する」とは、
少なくとも半導体チップ３が有する回路と複数の配線４とボンディングワイヤ１２などの
接続部材とを電気的に外部から絶縁することと、多孔質金属１３の少なくとも一部分を封
止樹脂１４によって覆うこととの双方を、意味する。
【００３７】
　封止樹脂１４は、多孔質金属１３の表面（頂面）が露出するようにして設けられる。封
止樹脂１４としては、例えば、熱硬化性のエポキシ樹脂、シリコーン樹脂などが使用され
る。半導体チップ３と多孔質金属１３とが直接接触するので、電子部品１の放熱効果を高
めることができる。封止樹脂１４が形成された段階で、放熱板として機能する多孔質金属
１３を有する電子部品１が完成する。
【００３８】
　図１（ｂ）は、図１（ａ）に示された電子部品の変形例を示す。多孔質金属１３よりも
大きい平面形状を有する多孔質金属１５を、多孔質金属１３の上に更に積層する。多孔質
金属１５は板状であって繊維状の部材である。多孔質金属１５は、平面視して多孔質金属
１５の内側に多孔質金属１３を含む。本出願書類において「平面視する」こととは、断面
図である図１（ｂ）を例にとっていえば、基板２の上面に垂直な方向（図１（ｂ）におけ
る上下方向）に沿って見ることをいう。図１（ｂ）に示された多孔質金属１３、１５は、
半導体チップ３が発する熱を放出する放熱板として機能する。
【００３９】
　多孔質金属１５とボンディングワイヤ１２との間は封止樹脂１４によって電気的に絶縁
される。封止樹脂１４は、多孔質金属１３及び多孔質金属１５の側面を覆うようにして設
けられる。多孔質金属１５の露出面積は、図１（ａ）に示された多孔質金属１３の平面積
よりも大きくなる。したがって、電子部品１の放熱効果をいっそう高めることができる。
板状の多孔質金属１３は、その上方に位置する板状の多孔質金属１５の下面とボンディン
グワイヤ１２との接触を防止するスペーサとして機能する。このことは他の実施例におい
ても同様である。
【００４０】
　更に別の変形例として、電子部品１と同じ平面形状を有する多孔質金属１５を、多孔質
金属１３の上に、電子部品１に対して図の水平方向にずれることなく積層することができ
る。この場合には、多孔質金属１５の平面積を電子部品１と同じ平面積まで大きくするこ
とができ、多孔質金属１５の頂面と側面とを露出させることができる。したがって、電子
部品１の放熱効果をよりいっそう高めることができる。
【００４１】
　本実施例によれば、封止樹脂１４などの絶縁膜を介することなく、半導体チップ３の上
に多孔質金属１３を密着させて積層する。半導体チップ３と多孔質金属１３とが直接接触
するので、半導体チップ３が発する熱を効率的に外部に放出することができる。加えて、
多孔質金属１３の上に、多孔質金属１３よりも大きい平面積を有する多孔質金属１５を更
に積層することができる。このことにより、放熱板として機能する多孔質金属１５の平面
積が大きくなるので、電子部品１の放熱効果をいっそう高めることができる。
【００４２】
　電子部品１において最も上位に位置する多孔質金属１３（図１（ａ）参照）及び多孔質
金属１５（図１（ｂ）参照）の表面（図では上面）に、封止樹脂１４からなる層が存在し
てもよい。この層は、多孔質金属１３及び多孔質金属１５を通り抜けた後に硬化した封止
樹脂１４によって構成される。この層はできるだけ薄いことが好ましい。これらのことは



(9) JP 6639931 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

他の実施例においても同様である。
【実施例２】
【００４３】
　図２を参照して、本発明に係る電子部品の実施例を説明する。図１に示された実施例と
の違いは、半導体チップが、ワイヤボンディング技術を使用する実装ではなくフリップチ
ップ技術を使用して実装されることである（フリップチップ実装）。
【００４４】
　図２（ａ）に示されるように、電子部品１６は、基板１７と基板１７の上に搭載された
半導体チップ１８とを備える。図２においては、半導体チップ１８の主面側が下を向くよ
うにして、基板１７に半導体チップ１８が搭載される（フェイスダウン実装）。言い換え
れば、半導体チップ１８の副面側が上を向くようにして、基板１７に半導体チップ１８が
搭載される。
【００４５】
　基板１７の上面には、製品に対応して複数の配線４が設けられる。複数の配線４の一端
（内側：半導体チップ１８に近い側）は、半導体チップ１８のパッド１１に接続される基
板電極１９を構成する。各基板電極１９は、半導体チップ１８に設けられたそれぞれのフ
リップチップボンディング用のパッド１１に、突起状電極であるバンプ（接続部材）２０
を介して接続される。複数の配線４の他端（外側：半導体チップ１８から遠い側）は、基
板１７の内部に設けられたビア配線６及び内部配線（図示なし）を介して基板１７の下面
に設けられたランド７にそれぞれ接続される。各ランド７には、外部の機器が有する外部
電極に対して接続されるはんだボール１０がそれぞれ設けられる。
【００４６】
　半導体チップ１８の上側（半導体チップ１８の副面側）には多孔質金属２１が設けられ
る。多孔質金属２１は板状であって繊維状の部材である。図２（ａ）においては、半導体
チップ１８と同じ平面形状を有する多孔質金属２１が、半導体チップ１８に対して図の水
平方向にずれることなく積層される。図２（ａ）に示された多孔質金属２１は、半導体チ
ップ１８が発する熱を放出する放熱板として機能する。
【００４７】
　半導体チップ１８の副面を研磨することによって絶縁膜などを除去して、例えば、原材
料であるシリコン（Ｓｉ）を露出させて半導体チップ１８を薄くしてもよい。半導体チッ
プ１８の副面に、導電性を有する薄膜などを形成しておいてもよい。これらのことによっ
て、半導体チップ１８における副面の全面と多孔質金属２１とを直接接触させる。したが
って、電子部品１６における熱伝導性を高め、電子部品１６の放熱効果を高めることがで
きる。
【００４８】
　基板１７の上面には半導体チップ１８、複数の配線４、ソルダレジスト８、バンプ２０
及び封止樹脂１４が設けられる。封止樹脂１４は、多孔質金属２１の側面を覆うようにし
て設けられる。封止樹脂１４は、多孔質金属２１の表面（頂面）が露出するようにして設
けられる。半導体チップ１８の副面と、半導体チップ１８の平面形状に対して同じ平面形
状を有する多孔質金属２１とが、半導体チップ１８に対して図の水平方向にずれることな
く直接接触する。したがって、実施例１（図１（ａ）参照）に比べて電子部品１６の放熱
効果をいっそう高めることができる。封止樹脂１４が形成された段階で、放熱板として機
能する多孔質金属２１を有する電子部品１６が完成する。
【００４９】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）に示された電子部品の変形例である。半導体チップ１８の副
面の上に、電子部品１６と同じ平面形状を有する多孔質金属２１ａを積層する。多孔質金
属２１ａを、半導体チップ１８に対して図の水平方向にずれることなく積層する。多孔質
金属２１ａは、板状であり繊維状の部材である。図２（ｂ）に示された多孔質金属２１ａ
は、半導体チップ１８が発する熱を放出する放熱板として機能する。
【００５０】



(10) JP 6639931 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

　封止樹脂１４は、多孔質金属２１ａの頂面と側面とが露出するようにして、基板１７と
多孔質金属２１ａとの間にのみ設けられる。したがって、多孔質金属２１ａの露出面積が
大きくなるので、電子部品１６の放熱効果をいっそう高めることができる。多孔質金属２
１ａとしては、平面視して電子部品１６の内側に存在して半導体チップ１８よりも大きい
平面形状を有する多孔質金属２１ａを積層してもよい。半導体チップ１８よりも大きい平
面形状を有する多孔質金属２１ａの側面を覆うようにして、封止樹脂１４を設けることが
できる。
【００５１】
　本実施例によれば、半導体チップ１８の副面の全面と多孔質金属２１とを、直接接触さ
せる。これにより、電子部品１６における熱伝導性を高めることができる。したがって、
半導体チップ１８が発する熱をいっそう効率的に外部に放出することができる。加えて、
多孔質金属２１、２１ａの露出面積を半導体チップ１８の平面積と同じ、又は、半導体チ
ップ１８の平面積よりも大きくすることができるので、電子部品１６の放熱効果をいっそ
う高めることができる。
【００５２】
　加えて、半導体チップ１８の副面の全面を、主面に形成された回路に悪影響を与えない
程度にまで研磨する。このことによって、電子部品１６を薄くすることができる。
【実施例３】
【００５３】
　図３を参照して、本発明に係る電子部品の実施例を説明する。図３に示されるように、
電子部品２２は、基板２３と基板２３の上に搭載された半導体チップ２４とを備える。半
導体チップ２４は、実施例２と同様に半導体チップ２４の主面側が下を向くようにして、
フリップチップ技術を使用して基板２３に搭載される。
【００５４】
　図３において、多孔質金属２５は、半導体チップ２４を取り囲むふた（lid ）状の形状
に形成される。多孔質金属２５はふた状であって繊維状の部材である。ふた状の形状は、
プレス加工などによって予め形成される。したがって、多孔質金属２５は平面視して内側
に空間を有する。多孔質金属２５の平面視して外側の底面（図では外側の下面）は、電子
部品２２において電気的に接地される接地電極４ａに接続される。例えば、多孔質金属２
５を繊維状の構造にすることによって、多孔質金属２５の底面には多数の微小な端部と曲
がり部とが形成される。したがって、多孔質金属２５と接地電極４ａとを接続することが
できる。図３に示された多孔質金属２５は、半導体チップ２４が発する熱を放出する放熱
板、及び、電磁遮蔽板として、機能する。
【００５５】
　図３においては、多孔質金属２５の表面（頂面）を除いて、平面視して多孔質金属２５
の内側及び外側に封止樹脂１４が設けられる。したがって、半導体チップ２４と多孔質金
属２５との間には封止樹脂１４が存在する。多孔質金属２５は、接地電極４ａを介して電
気的に接地されることにより電磁遮蔽板としての機能を有する。加えて、多孔質金属２５
は放熱板としての機能を有する。したがって、図３に示されるように、ふた状の形状を有
する多孔質金属２５を、電磁遮蔽板及び放熱板として使用することができる。多孔質金属
２５とチップ２４との間に形成された硬化樹脂（封止樹脂）１４はできるだけ薄いことが
好ましい。このことは他の実施例においても同様である。
【００５６】
　電子部品２２において、多孔質金属２５が電磁遮蔽板として動作することを説明する。
半導体チップ２４に電力が供給され半導体チップ２４が作動すると、半導体チップ２４か
ら電磁波が放射される。半導体チップ２４から放射された電磁波によって、ノイズ電流が
多孔質金属２５に誘起される。このノイズ電流は不要輻射の原因になる。電子部品２２に
おいて多孔質金属２５は電気的に接地されている。これにより、多孔質金属２５、接地電
極４ａ、ビア配線６、内部配線（図示なし）、接地用のランド７ａ、接地用のはんだボー
ル１０ａからなる接地ラインを経由して、ノイズ電流が電子部品２２の外部に流出する。
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したがって、不要輻射が効果的に抑制される。加えて、多孔質金属２５、接地電極４ａ、
ビア配線６、内部配線（図示なし）、接地用のランド７ａはそれぞれＣｕで形成されるの
で、小さい電気抵抗値を有する。したがって、ノイズ電流をいっそう効果的に電子部品２
２の外部に流出させることができる。加えて、電子部品２２の外部から飛来する電磁波に
よって誘起されるノイズ電流が電子部品２２の外部に流出する。したがって、電子部品２
２の外部から飛来する電磁波によって誘起されるノイズ電流に起因する電子部品２２の誤
動作が、防止される。
【００５７】
　本実施例によれば、電子部品２２において、多孔質金属２５を、半導体チップ２４を取
り囲むふた状の形状に形成する。多孔質金属２５の外側の底面を、電気的に接地される接
地電極４ａに接続する。このことによって、多孔質金属２５は電磁遮蔽板としての機能を
有する。したがって、半導体チップ２４から放射された電磁波によって誘起されるノイズ
電流を、多孔質金属２５から接地ラインを介して電子部品２２の外部に流出させることが
できる。加えて、多孔質金属２５は、半導体チップ２４の周囲と上方とを取り囲むふた状
の形状を有する。したがって、多孔質金属２５は、放熱板としての機能に加えて電磁遮蔽
板としての良好な機能を有する。
【００５８】
　なお、本実施例においては、多孔質金属２５の頂面（図では上面）を除いて、平面視し
て多孔質金属２５の内側及び外側に封止樹脂１４を設けた。これに限らず、平面視して多
孔質金属２５の内側にのみ封止樹脂１４を設けてもよい。これにより、多孔質金属２５の
頂面と側面とが露出するので、放熱効果をいっそう高めることができる。
【００５９】
　本実施例においては、ふた状の形状を有する多孔質金属２５を使用した。多孔質金属２
５は、平板状の部分と外枠状の部分とが一体の部材（導電性を有する第１の部材）として
形成される。これに代わる変形例として、外枠状の部分に代えて、接地電極４ａの上にお
いて突起状又は外枠状の金属、突起状又は外枠状の導電性樹脂などの導電性の別部材（導
電性を有する第２の部材）を形成してもよい。「突起状」には、柱状、ループ状、外枠が
部分的に途切れた形状などが含まれる。導電性の別部材は可撓性などの変形可能性を有し
てもよい。
【００６０】
　具体的には、ボンディング技術を使用して、接地電極４ａの上にボンディングワイヤ、
金属リボンなどを形成してもよい。これらの場合には、突起状の金属、導電性樹脂、ボン
ディングワイヤ、金属リボンなどの最上部の高さ位置を、半導体チップ２４の頂面（図で
は上面）の高さ位置に対して同じ位置又は高い位置にすればよい。ふた状の形状を有する
多孔質金属２５を使用する構成に代えて、ここまで説明した導電性の別部材を使用する変
形例と板状の形状を有する多孔質金属とを使用する構成が、適用される。
【実施例４】
【００６１】
　図４を参照して、本発明に係る電子部品の実施例を説明する。図４（ａ）に示されるよ
うに、電子部品２６は、基板２７と基板２７の上に搭載された半導体チップ２８とを備え
る。半導体チップ２８は、実施例３と同様に、半導体チップ２８の主面側が下を向くよう
にして基板２７に搭載される。
【００６２】
　図４（ａ）において、多孔質金属２５は、平面視して半導体チップ２８を取り囲む、ふ
た状の形状に形成される。多孔質金属２５はふた状であって繊維状の部材である。多孔質
金属２５の板部が有する内底面（内側の下面）は、半導体チップ２８の副面に直接接触す
る。多孔質金属２５における外側の壁部が有する底面（図では外側の下面）は、電子部品
２６において電気的に接地される接地電極４ａに直接接触する。多孔質金属２５における
表面（頂面）を除いて、多孔質金属２５の内側及び外側に封止樹脂１４が設けられる。
【００６３】
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　図４（ａ）に示された構成によれば、多孔質金属２５の内底面は、半導体チップ２８の
副面に対して密着する。多孔質金属２５の外側の壁部が有する底面は、電子部品２６の接
地電極４ａに密着することによって、接地電極４ａに接続される。多孔質金属２５の板部
が有する内底面が半導体チップ２８の副面に密着するので、電子部品２６の熱伝導性を高
めることができる。したがって、半導体チップ２８が発する熱をいっそう効率的に外部に
放出することができる。加えて、多孔質金属２５の外側の底面が電子部品２６の接地電極
４ａに接続される。このことによって、半導体チップ２８が動作することによって誘起さ
れたノイズ電流を、多孔質金属２５から接地ラインを介して電子部品２６の外部に流出さ
せることができる。このことによって、多孔質金属２５を放熱板及び電磁遮蔽板としてい
っそう効果的に使用することができる。
【００６４】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）に示された電子部品２６の１つの変形例である。図４（ｂ）
に示されるように、電子部品２９は、基板３０と基板３０の上に搭載された半導体チップ
３１とを備える。半導体チップ３１は、主面側が上を向くようにして基板３０に搭載され
る。したがって、半導体チップ３１と基板３０とは、ボンディングワイヤ１２によって接
続される。
【００６５】
　図４（ｂ）において、半導体チップ３１の頂面（図では上面）には、パッド１１の周辺
以外の領域（中央部）において、板状の多孔質金属１３が密着して置かれる。板状の多孔
質金属１３の上面には、ふた状の形状を有する多孔質金属２５が、積層して置かれる。多
孔質金属２５は、平面視して半導体チップ３１を含む。多孔質金属２５の外側の底面は、
電子部品２９の接地電極４ａに接続される。多孔質金属２５の表面（頂面；図では上面）
を除いて、多孔質金属２５の内側及び外側に封止樹脂１４が設けられる。したがって、図
４（ｂ）に示された構成によれば、多孔質金属１３と多孔質金属２５とを放熱板及び電磁
遮蔽板としていっそう効果的に使用することができる。
【００６６】
　図４（ａ）、（ｂ）においては、多孔質金属２５の頂面を除いて、平面視して多孔質金
属２５の内側及び外側に封止樹脂１４を設けた。これに限らず、平面視して多孔質金属２
５の内側にのみ封止樹脂１４を設けてもよい。この場合においては、多孔質金属２５の頂
面と側面とが露出するので、それらの頂面と側面とから熱が放散される。したがって、放
熱効果をいっそう高めることができる。上述した構成によれば、多孔質金属２５を、放熱
板及び電磁遮蔽板としていっそう効果的に使用することができる。
【００６７】
　図４（ｃ）は、図４（ａ）に示された電子部品２６の別の変形例である。図４（ｃ）に
示されるように、電子部品３２は、基板３３と基板３３の上に搭載された半導体チップ３
４とを備える。半導体チップ３４は、主面側が下を向くようにして基板３３に搭載される
（フェイスダウン実装）。図４（ａ）と異なる点は、半導体チップ３４とバンプ２０と基
板電極１９とがアンダーフィル３５によって基板３３に実装されることである。
【００６８】
　図４（ｃ）において、多孔質金属２５は、半導体チップ３４を取り囲むふた状の形状に
形成される。多孔質金属２５の内底面は半導体チップ３４の副面に接触する。多孔質金属
２５の外側の底面は、電子部品３２において電気的に接地される接地電極４ａに接続され
る。図４（ａ）、（ｂ）で説明してきた実施例とは異なり、平面視して多孔質金属２５の
内側及び外側に封止樹脂を設けない。多孔質金属２５の頂面と側面とが露出するので、多
孔質金属２５を放熱板及び電磁遮蔽板としていっそう効果的に使用することができる。加
えて、平面視して多孔質金属２５の内側及び外側に封止樹脂を設けないので、工程を簡略
化でき製造コストを抑制することができる。
【００６９】
　図４に示された各態様によれば、第１に、ふた状の形状を有する多孔質金属２５の内底
面を、直接又は多孔質金属１３を介して半導体チップに接触させる。第２に、多孔質金属
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２５の外側の底面を電子部品の接地電極４ａに接続する。図４（ａ）～（ｃ）に示された
多孔質金属２５は、半導体チップ２８、３１、３４が発する熱を放出する放熱板、及び、
電磁遮蔽板として、機能する。図４に示された各態様によって、半導体チップがどのよう
な形態で基板に実装された場合であっても、多孔質金属２５を放熱板及び電磁遮蔽板とし
ていっそう効果的に使用することができる。
【実施例５】
【００７０】
　図５を参照して、本発明に係る電子部品の実施例を説明する。本実施例に係る電子部品
は、いずれも導電性を有する第１の部材と第２の部材とを備える。以下に説明する第１の
部材と第２の部材との組合せは、いずれも少なくとも放熱板として機能する。
【００７１】
　本実施例に係る電子部品に関しては、第１の部材を構成する材料と第２の部材を構成す
る材料との組合せが、複数通り考えられる。本実施例に係る電子部品は、部材を構成する
材料の組合せという観点から以下の４つの態様を有する。
【００７２】
　図５（ａ）に示されるように、第１の態様においては、第１の部材は、チップの上方に
設けられた金属板２１ｃによって構成される。第２の部材は、板状の第１の部材の上に載
った多孔質金属２１ｂによって構成される。多孔質金属２１ｂは板状であって繊維状の部
材である。
【００７３】
　図示されない第２の態様においては、第１の部材は、チップの上方に設けられた板状で
あって繊維状の多孔質金属によって構成される。第２の部材は、板状の第１の部材の上に
載った金属板によって構成される。
【００７４】
　図５（ｂ）に示されるように、第３の態様においては、第１の部材は、チップを取り囲
む枠状の第２の部材の上に載った多孔質金属２５ａによって構成される。多孔質金属２５
ａは板状であって繊維状の部材である。第２の部材は、チップを取り囲む枠状の金属板２
５ｂによって構成される。枠状の金属板２５ｂは接地電極４ａに接続される。
【００７５】
　図示されない第４の態様においては、第１の部材は、チップを取り囲む枠状の第２の部
材の上に載った金属板によって構成される。第２の部材は、枠状であって繊維状の多孔質
金属によって構成される。枠状の多孔質金属は接地電極４ａに接続される。
【００７６】
　上述した４つの態様のうちいずれの態様においても、第１の部材の下面がチップの頂面
に直接接触する場合がある。第１の部材の下面がチップの頂面に接触しない場合がある。
この場合には、第１の部材の下面とチップの頂面との間が、封止樹脂（硬化樹脂）の層に
よって満たされる。
【００７７】
　上述した４つの態様に代えて、第１の部材と第２の部材との双方が多孔質金属によって
構成されてもよい。第１の部材と第２の部材とに、導電性を有する第３の部材を加えても
よい。複数の部材のうち少なくとも１つが多孔質金属によって構成されていればよい。
【００７８】
　いずれの態様においても、上型４９と下型４５とを一定の型締め圧力によって型締めし
てその状態（型締め状態）を維持することによって、チップと基板とが流動性樹脂に浸か
る。型締め状態において、多孔質金属からなる部材は、一定の型締め圧力によって押し付
けられて変形する。言い換えれば、多孔質金属からなる部材は圧縮されて変形する。この
ことによって、チップが受ける圧力は一定の型締め圧力よりも小さい。したがって、チッ
プの破損が防止される。
【００７９】
　第１、第２の態様においては、型締め状態で板状の２つの部材が密着して、チップの上
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方における封止樹脂の層に固着する。したがって、第１の部材と第２の部材との組合せが
放熱板として機能する。
【００８０】
　第３、第４の態様においては、型締め状態で枠状の部材が基板の上面における接地電極
に押し付けられる。このことによって、第１の部材と第２の部材とが接地電極に接続され
る。したがって、第１の部材と第２の部材との組合せが放熱板及び電磁遮蔽板として機能
する。
【００８１】
　金属板に代えて、金属箔、優れた熱伝導性を有する非金属材料などを使用してもよい。
非金属材料としては、例えば、炭化珪素（ＳｉＣ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）などの
焼結材料を使用することができる。窒化アルミニウムを使用した部材は、放熱板として機
能する。
【実施例６】
【００８２】
　図６～図８を参照して、本発明に係る電子部品の製造方法を説明する。まず、図６を参
照して、離型フィルムを使用して樹脂材料と多孔質金属とを一括して搬送する工程を説明
する。図６（ａ）に示されるように、Ｘ－Ｙテーブル３６の上に離型フィルム３７を被覆
する。離型フィルム３７としては、張力が印加されるようにある程度の硬さを有する離型
フィルム３７を使用することが好ましい。Ｘ－Ｙテーブル３６の上に離型フィルム３７を
被覆した後に、吸着機構（図示なし）によってＸ－Ｙテーブル３６の上に離型フィルム３
７を吸着する。吸着した離型フィルム３７の必要な部分のみを残して離型フィルム３７を
カットする。図６（ａ）においては、Ｘ－Ｙテーブル３６よりやや大きめに離型フィルム
３７をカットしている。
【００８３】
　次に、離型フィルム３７の上の所定位置に多孔質金属３８を載置する。Ｘ－Ｙテーブル
３６に対して多孔質金属３８を位置合わせするために、Ｘ－Ｙテーブル３６に突起（ピン
など）を設け、多孔質金属３８に窪み、開口（穴）などを設けることが好ましい。Ｘ－Ｙ
テーブル３６に窪みを設け、多孔質金属３８に突起（ピンなど）を設けてもよい。
【００８４】
　次に、材料搬送機構３９を使用して、材料収容枠４０をＸ－Ｙテーブル３６の上方まで
移動させて停止させる。材料収容枠４０は、上下に開口を有する貫通孔４１と、貫通孔４
１の周囲に形成された周縁部４２と、周縁部４２の下面に設けられた吸着溝４３とを備え
る。材料搬送機構３９は、材料収容枠４０を保持する保持部３９ａと離型フィルム３７を
保持する保持部３９ｂとを備える。材料搬送機構３９において、保持部３９ａと保持部３
９ｂとは独立して動作するように設けられる。材料搬送機構３９の保持部３９ｂは、離型
フィルム３７に対して外方向に向かって働く張力を印加することができる。
【００８５】
　次に、図６（ｂ）に示されるように、材料収容枠４０を下降させて、Ｘ－Ｙテーブル３
６上に吸着されている離型フィルム３７の上に材料収容枠４０を載置する。材料収容枠４
０がＸ－Ｙテーブル３６の上に載置された状態で、材料収容枠４０の貫通孔４１に多孔質
金属３８が配置される。材料収容枠４０がＸ－Ｙテーブル３６の上に載置された状態で、
材料収容枠４０と離型フィルム３７と多孔質金属３８とによって貫通孔４１の下方の開口
が閉鎖される。このことにより、材料収容枠４０と離型フィルム３７と多孔質金属３８と
が一体的に取り扱われる。貫通孔４１が樹脂材料を収容する樹脂材料収容部として機能す
る。
【００８６】
　次に、樹脂材料投入機構（図１６参照）から樹脂材料収容部である貫通孔４１に所定量
の樹脂材料４４を投入する。樹脂材料４４としては、常温で顆粒状、粉状、粒状、ゼリー
状、ペースト状の樹脂、又は、常温で液状の樹脂（液状樹脂）などの樹脂材料を使用する
ことができる。本実施例においては、樹脂材料４４として顆粒状の樹脂（顆粒樹脂）を使
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用する場合を説明する。
【００８７】
　次に、図６（ｃ）に示されるように、材料収容枠４０の周縁部４２に設けられた吸着溝
４３を使用して、離型フィルム３７を吸着する。Ｘ－Ｙテーブル３６による離型フィルム
３７に対する吸着を、停止する。これらのことによって、離型フィルム３７を周縁部４２
の下面に吸着する。この段階で、材料収容枠４０と離型フィルム３７と多孔質金属３８と
樹脂材料４４とが一体的に取り扱われる。
【００８８】
　次に、材料搬送機構３９を使用して、材料収容枠４０と離型フィルム３７と多孔質金属
３８と樹脂材料４４とを一括してＸ－Ｙテーブル３６から持ち上げる。多孔質金属３８は
通常の金属に比べて軽いので、吸着溝４３を使用して離型フィルム３７を吸着することが
できる。このことによって、多孔質金属３８と樹脂材料４４とを、離型フィルム３７の上
に保持することができる。必要であれば、材料搬送機構３９の保持部３９ｂを使用して、
離型フィルム３７に対して外方向に向かって働く張力を印加することができる。
【００８９】
　次に、図７を参照して、樹脂封止装置の下型に設けられたキャビティに多孔質金属３８
と樹脂材料４４とを供給する工程を説明する。図７（ａ）に示されるように、樹脂封止装
置において、下型４５は貫通穴を有する枠状の周面部材４６と、周面部材４６の貫通穴に
はめ込まれて周面部材４６に対して相対的に昇降可能な底面部材４７とを備える。周面部
材４６と底面部材４７とは、併せて下型４５を構成する。周面部材４６と底面部材４７と
によって囲まれた空間が、下型４５におけるキャビティ４８を構成する。
【００９０】
　図７（ａ）に示されるように、材料搬送機構３９を使用して材料収容枠４０を下型４５
の所定位置の上まで移動させて停止させる。材料収容枠４０に設けられた吸着溝４３が離
型フィルム３７を吸着しているので、多孔質金属３８と樹脂材料４４とは落下しないよう
に離型フィルム３７に保持される。
【００９１】
　次に、材料収容枠４０を下降させて下型４５の型面に載置する。この段階においては、
離型フィルム３７と多孔質金属３８と樹脂材料４４とは、まだキャビティ４８内には供給
されていない。
【００９２】
　次に、材料収容枠４０を下型４５の型面に載置した後に、材料収容枠４０の吸着溝４３
による離型フィルム３７に対する吸着を停止する。材料収容枠４０を下型４５の型面に載
置することによって、材料収容枠４０は、下型４５に内蔵されているヒータ（図示なし）
から熱を受ける。離型フィルム３７は、熱を受けることによって軟化して伸びる。離型フ
ィルム３７が軟化した状態で、下型４５に設けられた吸着孔（図示なし）によって、キャ
ビティ４８における型面に離型フィルム３７を吸着する。このことにより、離型フィルム
３７が、しわやたるみが発生することなくキャビティ４８の形状に沿って吸着される。
【００９３】
　次に、図７（ｂ）に示されるように、キャビティ４８における型面に離型フィルム３７
が吸着されることにより、多孔質金属３８と樹脂材料４４とがキャビティ４８内に供給さ
れる。離型フィルム３７と多孔質金属３８と樹脂材料４４とが一括してキャビティ４８内
に供給されるので、多孔質金属３８を確実にキャビティ４８内に供給することができる。
多孔質金属３８はキャビティ４８よりもわずかに小さい平面形状を有する。したがって、
キャビティ４８内に供給された多孔質金属３８は、その後において実質的に同じ位置を保
つ。
【００９４】
　次に、離型フィルム３７と多孔質金属３８と樹脂材料４４とを一括してキャビティ４８
に供給する。その後に、材料搬送機構３９を使用して材料収容枠４０を下型４５から持ち
上げる。離型フィルム３７と多孔質金属３８と樹脂材料４４とがキャビティ４８に供給さ
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れているので、材料収容枠４０のみが材料搬送機構３９によって保持される。このように
して、材料収容枠４０から離型フィルム３７と多孔質金属３８と樹脂材料４４とを安定し
てキャビティ４８に供給することができる。
【００９５】
　以下、図８を参照して、圧縮成形法（コンプレッションモールド法）による樹脂封止装
置（図１６参照）を使用して、基板に装着されたチップと多孔質金属３８とを樹脂封止す
る工程を説明する。図８（ａ）に示されるように、樹脂封止装置において、下型４５に相
対向して上型４９が設けられる。上型４９と下型４５とは併せて成形型を構成する。チッ
プ５０が装着された基板５１（封止前基板）が、吸着又はクランプによって上型４９の型
面に固定される。図８は、チップ５０がバンプ５２を介して基板５１に装着されている例
を示す。
【００９６】
　まず、図８（ａ）に示されるように、成形型を型開きした状態において、基板搬送機構
（図１６参照）を使用して、基板５１を上型４９の所定位置に搬送して、上型４９の型面
に固定する。図７に示されたように、材料搬送機構３９を使用して樹脂材料４４と多孔質
金属３８と離型フィルム３７とを一括して下型４５に設けられたキャビティ４８に供給す
る。ヒータ（図示なし）を使用して、下型４５に供給された樹脂材料４４を加熱して溶融
させることによって、溶融樹脂５３を生成する。
【００９７】
　次に、型締め機構（図１６参照）を使用して上型４９と下型４５とを型締めする。型締
めすることによって、基板５１に装着されたチップ５０をキャビティ４８内で溶融樹脂５
３に浸ける。
【００９８】
　上型４９と下型４５と型締めする過程において、真空引き機構（図示なし）を使用して
キャビティ４８内を吸引して減圧することが好ましい。このことによって、キャビティ４
８内に残留する空気や溶融樹脂５３中に含まれる気泡などを成形型（上型４９及び下型４
５）の外部に排出することができる。上型４９と下型４５とを型締めすることによって、
多孔質金属３８が圧縮されて変形する。
【００９９】
　次に、駆動機構（図示なし）を使用して底面部材４７を上昇させる。底面部材４７を上
昇させることによって、キャビティ４８内の溶融樹脂５３に一定の成形圧力（一定の型締
め圧力）を加える。
【０１００】
　従来の技術によれば、溶融樹脂が加圧されて硬化する前に、金属からなる放熱板とチッ
プとが接触するとチップに一定の成形圧力が加わる。その結果、チップが成形圧力によっ
て破損するおそれがある。チップの破損を防止するために、放熱板とチップとの間に良熱
伝導性部材を介在させて樹脂封止を行う。
【０１０１】
　本発明においては、多数の３次元連通孔を有する多孔質金属３８を使用する。加えて、
繊維状の構造を有する多孔質金属３８を使用する。これらのことにより、多孔質金属３８
は優れた応力緩和性を有する。具体的には、上型４９と下型４５とを型締めすることによ
って、一定の成形圧力によって多孔質金属３８が圧縮されて変形する。又は、溶融樹脂５
３に加えられた一定の成形圧力によって、多孔質金属３８が圧縮されて変形する。これら
のことは他の実施例においても同様である。したがって、多孔質金属３８とチップ５０と
が接触した場合及び接触しない場合の双方において、多孔質金属３８によって成形圧力が
減らされるので、チップ５０に加わる成形圧力を抑制することができる。このことによっ
て、チップ５０と多孔質金属３８とが接触した状態及び接触しない状態の双方において、
チップの破損を防止して樹脂封止を行うことができる。
【０１０２】
　次に、図８（ｂ）に示されるように、底面部材４７を所定の距離だけ上昇させることに
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よって、キャビティ４８内において多孔質金属３８とチップ５０とを接触させる。多孔質
金属３８とチップ５０とが接触した状態で、引き続き溶融樹脂５３を加熱することによっ
て硬化樹脂５４を形成する。チップ５０と多孔質金属３８とが接触した状態のまま、硬化
樹脂５４によってチップ５０と多孔質金属３８とが樹脂封止される。この過程において、
多孔質金属３８の頂面と側面とが露出する状態で、硬化樹脂５４に多孔質金属３８が固着
される。
【０１０３】
　次に、図８（ｃ）に示されるように、樹脂封止が終了した後に、型締め機構（図１６参
照）を使用して下型４５を下降させる。この動作によって、上型４９と下型４５とが型開
きされる。型開きした後に、多孔質金属３８が固着された成形品（封止済基板）５５を上
型４９から取り出す。本実施例において樹脂封止された成形品５５が、図２（ｂ）に示さ
れた電子部品１６に相当する。
【０１０４】
　本実施例によれば、放熱板として、多数の３次元連通孔と繊維状の構造とを有する多孔
質金属３８を使用する。これによって、樹脂封止される多孔質金属３８とチップ５０とが
接触した場合において、チップ５０に加わる成形圧力が多孔質金属３８によって緩和され
る。したがって、チップ５０に加わる成形圧力を抑制することができる。これにより、チ
ップ５０と多孔質金属３８とが接触した状態において、チップの破損を防止して樹脂封止
を行うことができる。したがって、チップ５０が発する熱を効率的に外部に放出すること
ができるので、成形品（電子部品）５５の放熱効果を高めることができる。
【実施例７】
【０１０５】
　図９～図１１を参照して、多孔質金属からなる複数の放熱板と複数のチップとを一括し
て樹脂封止する、本発明に係る電子部品の製造方法を説明する。本実施例において製造さ
れる電子部品の数は、例えば、１個であっても複数個であってもよい。基本的な工程は、
実施例５と同じなので説明を簡略化する。
【０１０６】
　まず、図９（ａ）に示されるように、Ｘ－Ｙテーブル３６の上に離型フィルム３７を被
覆する。離型フィルム３７の必要な部分を残して離型フィルム３７をカットする。
【０１０７】
　次に、離型フィルム３７の上の所定位置に複数の多孔質金属３８を載置する。離型フィ
ルム３７の所定領域又は複数の多孔質金属３８に微量の粘着剤（図示なし）を予め形成し
てもよい。この場合には、複数の多孔質金属３８は粘着剤によって離型フィルム３７の上
に固定される。
【０１０８】
　次に、材料搬送機構３９を使用して、材料収容枠４０をＸ－Ｙテーブル３６の上方に移
動させて、離型フィルム３７の上に材料収容枠４０を載置する。材料収容枠４０がＸ－Ｙ
テーブル３６の上に載置された状態で、材料収容枠４０の貫通孔４１の中に複数の多孔質
金属３８を配置する。
【０１０９】
　次に、図９（ｂ）に示されるように、樹脂材料投入機構（図１６参照）から貫通孔４１
に所定量の樹脂材料４４を投入する。実施例５と同様に、樹脂材料４４として顆粒樹脂を
使用する。貫通孔４１において、樹脂材料４４は離型フィルム３７及び複数の多孔質金属
３８の上に投入される。
【０１１０】
　次に、図９（ｃ）に示されるように、材料搬送機構３９を使用して、材料収容枠４０と
離型フィルム３７と複数の多孔質金属３８と樹脂材料４４とを一括してＸ－Ｙテーブル３
６から持ち上げて搬送する。必要に応じて、複数の多孔質金属３８と樹脂材料４４とが落
下しないように、材料搬送機構３９の保持部３９ｂを使用して離型フィルム３７に対して
外方向に向かって働く張力を印加することができる。
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【０１１１】
　次に、図１０（ａ）に示されるように、材料搬送機構３９を使用して材料収容枠４０を
下型４５の所定位置の上まで移動させ、下型４５に設けられたキャビティ４８と材料収容
枠４０との位置合わせを行う。次に、材料収容枠４０を下降させて、下型４５の型面に載
置する。離型フィルム３７は、下型４５に内蔵されているヒータ（図示なし）から熱を受
けることによって軟化して伸びる。
【０１１２】
　次に、図１０（ｂ）に示されるように、離型フィルム３７が軟化した状態で、下型４５
に設けられた吸着孔（図示なし）を使用して、キャビティ４８における型面に離型フィル
ム３７を吸着する。離型フィルム３７が下型４５の型面に吸着される。このことにより、
複数の多孔質金属３８と樹脂材料４４とがキャビティ４８内に供給される。複数の多孔質
金属３８は粘着剤によって固定されているので、キャビティ４８内の所定領域に複数の多
孔質金属３８がそれぞれ供給される。
【０１１３】
　次に、離型フィルム３７と複数の多孔質金属３８と樹脂材料４４とを一括してキャビテ
ィ４８に供給した後に、材料搬送機構３９を使用して材料収容枠４０を下型４５から持ち
上げる。このようにして、材料収容枠４０から離型フィルム３７と複数の多孔質金属３８
と樹脂材料４４とを安定してキャビティ４８に供給することができる。
【０１１４】
　次に、図１１（ａ）に示されるように、成形型を型開きした状態において、基板搬送機
構（図１６参照）を使用して基板５１を上型４９の所定位置に搬送し、上型４９に固定す
る。基板５１には複数のチップ５０が装着されている。ヒータ（図示なし）を使用して、
下型４５に供給された樹脂材料４４を加熱して溶融させることによって、溶融樹脂５３を
生成する。各多孔質金属３８と各チップ５０とは、同じ平面形状を有する。各多孔質金属
３８と各チップ５０とが図の水平方向にずれることがないように位置決めして、基板５１
を上型４９の所定位置に固定する。
【０１１５】
　次に、型締め機構（図１６参照）を使用して上型４９と下型４５とを型締めする。型締
めすることによって、基板５１に装着された複数のチップ５０をキャビティ４８内で溶融
樹脂５３に浸ける。
【０１１６】
　次に、図１１（ｂ）に示されるように、底面部材４７を所定の距離だけ上昇させること
によって、キャビティ４８内において複数の多孔質金属３８と複数のチップ５０とをそれ
ぞれ接触させる。複数のチップ５０とそれらに対応する複数の多孔質金属３８とが接触し
た状態で、引き続き溶融樹脂５３を加熱することによって硬化樹脂５４を形成する。複数
のチップ５０と複数の多孔質金属３８とが接触した状態のまま、硬化樹脂５４によって複
数のチップ５０と複数の多孔質金属３８とが樹脂封止される。この過程において、複数の
多孔質金属３８の頂面が露出する状態で、複数のチップ５０に複数の多孔質金属３８がそ
れぞれ固着される。
【０１１７】
　次に、図１１（ｃ）に示されるように、樹脂封止が終了した後に、型締め機構（図１６
参照）を使用して下型４５を下降させる。この動作によって、上型４９と下型４５とが型
開きされる。型開きした後に、複数のチップ５０の上に複数の多孔質金属３８がそれぞれ
積層された成形品５５を上型４９から取り出す。
【０１１８】
　次に、取り出された成形品５５を、複数のチップ５０とそれらに対応する多孔質金属３
８とがそれぞれ積層された領域毎に切断する。成形品５５を切断することによって個々の
電子部品に個片化する。個片化されたそれぞれの電子部品が、図２（ａ）に示された電子
部品１６に相当する。
【０１１９】
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　本実施例によれば、放熱板として、多数の３次元連通孔と繊維状の構造とを有する多孔
質金属３８を使用する。したがって、複数の多孔質金属３８と複数のチップ５０とが接触
した場合において、各多孔質金属３８によって、各チップ５０に加わる成形圧力が緩和さ
れる。したがって、各チップ５０に加わる成形圧力を抑制することができる。このことに
よって、複数のチップ５０と複数の多孔質金属３８とが接触した状態において樹脂封止を
行うことができる。したがって、個片化された電子部品において、チップ５０が発する熱
を効率的に外部に放出することができるので、放熱効果を高めることができる。
【０１２０】
　変形例として、複数のチップ５０の上にそれぞれ１つの多孔質金属３８が積層された成
形品５５自体が１個の電子部品に相当する場合がある。その例の１つは、１枚の基板５１
に装着された複数のチップ５０が、ひとまとまりになって回路モジュールとして機能する
場合である。複数のチップ５０が同種である、メモリモジュールのような態様がある。複
数のチップ５０が異種である、制御用の電子モジュールのような態様がある。複数のチッ
プ５０に、受動素子、センサ、フィルタなどのチップ、MEMS（Micro Electro Mechanical
 Systems）などのデバイスと半導体チップとが含まれてもよい。複数のチップ５０の上に
それぞれ多孔質金属３８が積層されてもよく、複数のチップ５０の上に共通する１枚の多
孔質金属３８が積層されてもよい。複数のチップ５０を一括して樹脂封止する場合には、
ここまで説明した変形例が適用される。
【０１２１】
　複数のチップ５０を一括して樹脂封止する場合には、各チップ５０にそれぞれ対応する
複数の多孔質金属３８を使用する。複数のチップ５０の一部分である複数のチップ５０に
対応する１枚の多孔質金属３８を、複数枚使用してもよい。複数のチップ５０のすべてに
対応する１枚の多孔質金属３８を使用してもよい。いずれの場合においても、複数のチッ
プ５０の高さ位置が異なる場合には、多孔質金属３８が圧縮されて変形することにより、
成形品５５における高さ位置（図１１（ｃ）における下面の位置）を均一にすることがで
きる。複数のチップ５０の高さ位置が異なる場合には、複数の同種のチップ５０の厚さが
ばらつく場合、複数の異種のチップ５０の厚さが互いに異なる場合などが含まれる。
【実施例８】
【０１２２】
　図１２～図１４を参照して、本発明に係る電子部品の製造方法の実施例を説明する。ま
ず、図１２（ａ）に示されるように、Ｘ－Ｙテーブル３６の上の所定位置に、ふた状の形
状を有する多孔質金属５６を、上下（天地）逆にして（頂面側を下にして）載置する。ふ
た状の形状を有する多孔質金属５６は、内部空間５７を有する。したがって、多孔質金属
５６を上下逆に載置することによって、多孔質金属５６の内部空間５７が樹脂材料を収容
する樹脂材料収容部として機能する。なお、本実施例においては、離型フィルムを使用し
ない例を示す。
【０１２３】
　次に、材料搬送機構５８を使用して、材料収容枠５９をＸ－Ｙテーブル３６の上方まで
移動させて停止させる。材料収容枠５９は、上下に開口を有する貫通孔４１と、貫通孔４
１の周囲に形成された周縁部６０とを備える。材料搬送機構５８は、材料収容枠５９を保
持する保持部５８ａと多孔質金属５６を保持する保持部５８ｂとを備える。材料搬送機構
５８において、保持部５８ａと保持部５８ｂとは独立して動作するように設けられる。
【０１２４】
　次に、図１２（ｂ）に示されるように、材料収容枠５９を下降させ、材料収容枠５９の
貫通孔４１に多孔質金属５６をはめ込むようにして、材料収容枠５９をＸ－Ｙテーブル３
６の上に載置する。次に、樹脂材料投入機構（図１６参照）から、樹脂材料収容部として
機能する多孔質金属５６の内部空間５７に所定量の樹脂材料４４を投入する。本実施例に
おいては、樹脂材料４４として顆粒樹脂を使用する場合を説明する。
【０１２５】
　次に、図１２（ｃ）に示されるように、材料搬送機構５８を使用して、材料収容枠５９
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と多孔質金属５６と樹脂材料４４とを一括してＸ－Ｙテーブル３６から持ち上げる。材料
搬送機構５８の保持部５８ａによって材料収容枠５９を保持し、保持部５８ｂによって多
孔質金属５６を保持する。樹脂材料４４は、多孔質金属５６の内部空間５７に載置された
状態で搬送される。
【０１２６】
　次に、図１３（ａ）に示されるように、材料搬送機構５８を使用して材料収容枠５９を
下型４５の所定位置の上まで移動させて停止させる。その後に、材料収容枠５９を下降さ
せて、下型４５の型面に載置する。この段階においては、多孔質金属５６と樹脂材料４４
とは、まだキャビティ４８内には供給されていない。
【０１２７】
　次に、料収容枠５９を下型４５の型面に載置した後に、材料搬送機構５８の保持部５８
ｂによる多孔質金属５６対する保持を停止する。このことによって、多孔質金属５６と樹
脂材料４４とが一括してキャビティ４８内に供給される。樹脂材料４４は、多孔質金属５
６の内部空間５７に載置された状態で供給される。多孔質金属５６はキャビティ４８より
もわずかに小さい平面形状を有する。したがって、キャビティ４８内に供給された多孔質
金属５６は、その後において実質的に同じ位置を保つ。
【０１２８】
　次に、図１３（ｂ）に示されるように、多孔質金属５６と樹脂材料４４とを一括してキ
ャビティ４８に供給した後に、材料搬送機構５８を使用して材料収容枠５９を下型４５か
ら持ち上げる。材料搬送機構５８の保持部５８ａによって材料収容枠５９のみが保持され
る。このようにして、材料収容枠５９から多孔質金属５６と樹脂材料４４とを安定してキ
ャビティ４８に供給することができる。
【０１２９】
　次に、図１４（ａ）に示されるように、成形型を型開きした状態において、基板搬送機
構（図１６参照）を使用して基板５１を上型４９の所定位置に搬送し、上型４９に固定す
る。図１３に示されたように、材料搬送機構５９によって樹脂材料４４と多孔質金属５６
とを一括して下型４５に設けられたキャビティ４８に供給する。ヒータ（図示なし）を使
用して、下型４５に供給された樹脂材料４４を加熱して溶融させることによって、溶融樹
脂５３を生成する。本実施例においては、溶融樹脂５３が多孔質金属５６の内部空間５７
内において生成される。
【０１３０】
　次に、型締め機構（図１６参照）を使用して上型４９と下型４５とを型締めする。型締
めすることによって、基板５１に装着されたチップ５０を、多孔質金属５６の内部空間５
７内で生成された溶融樹脂５３に浸ける。多孔質金属５６の内部空間５７内に生成された
溶融樹脂５３にチップ５０を浸けることによって、溶融樹脂５３の液面（図では上面）が
多孔質金属５６の内部空間５７からキャビティ４８内にわずかに上昇する。ここまでの工
程によって、キャビティ４８内において、多孔質金属５６とチップ５０とが溶融樹脂５３
に浸かる。
【０１３１】
　次に、図１４（ｂ）に示されるように、駆動機構（図示なし）を使用して底面部材４７
を所定の距離だけ上昇させる。底面部材４７を上昇させることによって、キャビティ４８
内の溶融樹脂５３を加圧する。底面部材４７によって溶融樹脂５３を加圧すると共に、多
孔質金属５６の外側（図では上側）の底面を基板５１に設けられた接地電極４ａ（図３参
照）に接触させる。
【０１３２】
　本実施例においては、繊維状の構造を有する多孔質金属５６を使用する。したがって、
多孔質金属５６の表面には、多数の繊維によって微小な凹凸が形成される。多孔質金属５
６の外側の底面には、多数の繊維の端部及び曲がり部が突起として存在する。これらの多
数の繊維の突起が溶融樹脂５３をかき分けて接地電極４ａに接触する。したがって、多孔
質金属５６が溶融樹脂５３に浸かった状態で樹脂封止を行う場合において、多孔質金属５
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６の外側の底面と接地電極４ａとを接続することができる。多孔質金属５６を電気的に接
地することができるので、多孔質金属５６を電磁遮蔽板として使用することができる。
【０１３３】
　次に、多孔質金属５６の外側の底面と接地電極４ａとが接触した状態で、引き続き溶融
樹脂５３を加熱することによって硬化樹脂５４を形成する。多孔質金属５６の外側の底面
と接地電極４ａとが接触した状態のまま、硬化樹脂５４によってチップ５０と多孔質金属
５６とが樹脂封止される。この過程において、多孔質金属５６の頂面と側面とが露出する
状態で、硬化樹脂５４に多孔質金属５６が固着される。
【０１３４】
　次に、図１４（ｃ）に示されるように、樹脂封止が終了した後に、型締め機構（図１６
参照）を使用して下型４５を下降させる。この動作によって、上型４９と下型４５とが型
開きされる。型開きした後に、多孔質金属５６が固着された成形品５５を上型４９から取
り出す。本実施例において樹脂封止された成形品５５が、図３に示された電子部品２２に
相当する。
【０１３５】
　本実施例によれば、電磁遮蔽板として、ふた状の形状を有する多孔質金属５６を使用し
た。多孔質金属５６が有する内部空間５７に樹脂材料４４を載置した状態で、キャビティ
４８に樹脂材料４４と多孔質金属５６とを供給することができる。したがって、離型フィ
ルムを使用することなく、樹脂材料４４と多孔質金属５６とを搬送することができる。こ
れにより、樹脂封止装置の構成を簡略化することができる。加えて、離型フィルムを使用
しないので、製造コスト及び材料コストを抑制することができる。
【０１３６】
　本実施例によれば、ふた状の形状を有する多孔質金属５６を使用する。繊維状の構造を
有する多孔質金属５６を使用するので、多孔質金属５６の底面には多数の繊維の突起が存
在する。これらの繊維の突起によって、多孔質金属５６が溶融樹脂５３に浸かった状態で
樹脂封止を行う場合において、多孔質金属５６の外側の底面と基板５１に設けられた接地
電極４ａとを接続することができる。したがって、ふた状の形状を有する多孔質金属５６
は、放熱板及び電磁遮蔽板として機能する。
【０１３７】
　本実施例においては、多孔質金属５６とチップ５０との間に硬化樹脂５４を形成した場
合を説明した。これに限らず、多孔質金属５６の内底面とチップ５０の副面とを直接接触
させた状態であって、多孔質金属５６の外側の底面を基板５１の接地電極４ａに直接接触
させた状態において、樹脂封止することができる。この場合には、図４（ａ）に示された
電子部品２６のような構造になるので、多孔質金属５６が放熱板及び電磁遮蔽板としての
機能をいっそう発揮することができる。
【０１３８】
　多孔質金属５６の上に樹脂材料４４を供給する前に、下型４５に設けられたキャビティ
４８の内底面に多孔質金属５６を配置してもよい。この場合には、キャビティ４８に対し
て多孔質金属５６を位置合わせするために、以下の構成を採用できる。キャビティ４８に
突起（ピンなど）を設け、多孔質金属５６に窪み、開口（穴）などを設ける。キャビティ
４８の内底面に窪みを設け、多孔質金属５６に突起を設けてもよい。多孔質金属５６の平
面形状をキャビティ４８の内底面の平面形状よりもわずかに小さくしてもよい。これらの
突起と窪みなどとの組合せ、及び、平面形状同士の関係は、位置合わせ手段を構成する。
キャビティ４８に対して多孔質金属５６を位置合わせして、キャビティ４８の内底面に多
孔質金属５６を配置する。その後に、多孔質金属５６の上に樹脂材料４４を供給する。
【実施例９】
【０１３９】
　図１５を参照して、本発明に係る電子部品の製造方法の実施例を説明する。図１５に示
されるように、まず、それぞれ１個（複数個でもよい）のチップ５０が配置された領域が
複数個形成された基板５１を、準備する。１個の領域が１個の電子部品に相当する。各領
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域に対応する凹部（内部空間）５７ａが形成された多孔質金属５６ａを準備する。凹部５
７ａは、例えばプレス加工によって形成される。
【０１４０】
　次に、多孔質金属５６ａにおける各凹部５７ａを区切る壁部の端面（図では上面）を、
導電性接着剤（図示なし）などを使用して、基板５１に形成された接地電極４ａに固定す
る。これにより、多孔質金属５６ａの壁部における端面（図では上面）が、接地電極４ａ
に接続される。
【０１４１】
　次に、凹部５７ａに流動性樹脂５３を充填する。凹部５７ａに流動性樹脂５３を充填す
る工程において、圧縮成形及びトランスファ成形のいずれの方式を使用してもよい。いず
れの方式においても、多孔質金属５６ａが有する多数の連通孔を経由して、凹部５７ａに
流動性樹脂５３が充填される。圧縮成形の場合には、多孔質金属５６ａの凹部５７ａに流
動性樹脂５３が充填されるための適当な開口を、多孔質金属５６ａの頂面（図では下面）
又は壁部に設けてもよい。トランスファ成形の場合には、多孔質金属５６ａの凹部５７ａ
に流動性樹脂５３が充填されるための適当な開口を、多孔質金属５６ａの頂面又は壁部に
設けてもよい。
【０１４２】
　次に、充填された流動性樹脂５３を硬化させることにより、硬化樹脂５４からなる封止
樹脂を形成する。これにより、成形品５５に相当する封止済基板が完成する。
【０１４３】
　次に、成形品５５を取り出した後に、成形品５５を各領域単位に個片化する。これによ
り、製品である電子部品が完成する。個片化された各電子部品において、第１に、平面視
してチップを完全に覆う個片化された多孔質金属が、チップの頂面（図では下面）に密着
して設けられる。第２に、個片化された多孔質金属の壁部が、平面視してチップを完全に
取り囲む。第３に、個片化された多孔質金属の壁部における端面が、個片化された基板に
形成された接地電極４ａに接続される。個片化された多孔質金属は放熱板及び電磁遮蔽板
として機能する。したがって、優れた放熱特性と優れた電磁遮蔽特性とを有する電子部品
が得られる。成形品５５が１個の電子モジュールに相当する態様であってもよい。
【０１４４】
　本実施例においては、平板状の部分と各領域を仕切る壁状の部分とを、一体の多孔質金
属５６ａによって構成した。これに代えて、平板状の部分と壁状の部分とを、別の部材に
よって構成してもよい。この場合には、平板状の部分と壁状の部分とのうち一方が多孔質
金属であって、他方が導電性の別部材であればよい。平板状の部分と壁状の部分との双方
が多孔質金属にであってもよい。
【実施例１０】
【０１４５】
　図１６を参照して、本発明に係る樹脂封止装置の実施例を説明する。図１６に示される
樹脂封止装置６１は、例えば、実施例６～９において使用した圧縮成形法（コンプレッシ
ョンモールド法）を使用する樹脂封止装置である。樹脂封止装置６１は、基板供給・収納
モジュール６２と、３つの成形モジュール６３Ａ、６３Ｂ、６３Ｃと、材料供給モジュー
ル６４とを、それぞれ構成要素として備える。構成要素である基板供給・収納モジュール
６２と、成形モジュール６３Ａ、６３Ｂ、６３Ｃと、材料供給モジュール６４とは、それ
ぞれ他の構成要素に対して、互いに着脱されることができ、交換されることができる。
【０１４６】
　基板供給・収納モジュール６２には、封止前基板６５を供給する封止前基板供給部６６
と、成形品に相当する封止済基板６７を収納する封止済基板収納部６８と、封止前基板６
５及び封止済基板６７を受け渡しする基板載置部６９と、封止前基板６５及び封止済基板
６７を搬送する基板搬送機構７０とが設けられる。基板載置部６９は、基板供給・収納モ
ジュール６２内において、Ｙ方向に移動する。基板搬送機構７０は、基板供給・収納モジ
ュール６２及びそれぞれの成形モジュール６３Ａ、６３Ｂ、６３Ｃ内において、Ｘ方向、
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Ｙ方向、Ｚ方向に移動する。所定位置Ｓ１は、基板搬送機構７０が動作しない状態におい
て待機する位置である。
【０１４７】
　各成形モジュール６３Ａ、６３Ｂ、６３Ｃには、昇降可能な下型４５と、下型４５に相
対向して配置された上型４９（図８参照）とが設けられる。各成形モジュール６３Ａ、６
３Ｂ、６３Ｃは、上型４９と下型４５とを型締め及び型開きする型締め機構７１（二点鎖
線で示す円形の部分）を備える。離型フィルム３７が下型４５に配置される。多孔質金属
３８からなる放熱板と樹脂材料４４とが供給されるキャビティ４８が、下型４５に設けら
れる（図７参照）。
【０１４８】
　材料供給モジュール６４には、Ｘ－Ｙテーブル３６と、Ｘ－Ｙテーブル３６上に離型フ
ィルム３７（図６参照）を供給する離型フィルム供給機構７２と、多孔質金属３８からな
る放熱板（図６参照）を供給する放熱板供給機構７３と、材料収容枠４０に樹脂材料４４
（図６参照）を投入する樹脂材料投入機構７４と、材料収容枠４０を搬送する材料搬送機
構３９（図６参照）とが設けられる。Ｘ－Ｙテーブル３６は、材料供給モジュール６４内
において、Ｘ方向及びＹ方向に移動する。材料搬送機構３９は、材料供給モジュール６４
及びそれぞれの成形モジュール６３Ａ、６３Ｂ、６３Ｃ内において、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ
方向に移動する。所定位置Ｍ１は、材料搬送機構３９が動作しない状態において待機する
位置である。
【０１４９】
　図１６を参照して、樹脂封止装置６１を使用して樹脂封止する動作を説明する。まず、
基板供給・収納モジュール６２において、封止前基板供給部６６から基板載置部６９に封
止前基板６５を送り出す。次に、基板搬送機構７０を所定位置Ｓ１から－Ｙ方向に移動さ
せて基板載置部６９から封止前基板６５を受け取る。基板搬送機構７０を所定位置Ｓ１に
戻す。次に、例えば、成形モジュール６３Ｂの所定位置Ｐ１まで＋Ｘ方向に基板搬送機構
７０を移動させる。次に、成形モジュール６３Ｂにおいて、基板搬送機構７０を－Ｙ方向
に移動させて下型４５上の所定位置Ｃ１に停止させる。次に、基板搬送機構７０を上昇さ
せて封止前基板６５を上型４９（図８参照）に固定する。基板搬送機構７０を基板供給・
収納モジュール６２の所定位置Ｓ１まで戻す。
【０１５０】
　次に、材料供給モジュール６４において、離型フィルム供給機構７２からＸ－Ｙテーブ
ル３６に離型フィルム３７（図６参照）を供給して、所定の大きさにカットする。次に、
放熱板供給機構７３から多孔質金属３８を搬送して、Ｘ－Ｙテーブル３６上に被覆された
離型フィル３７の上に載置する。次に、材料収容枠４０を保持した状態で材料搬送機構３
９を所定位置Ｍ１から－Ｙ方向に移動させる。Ｘ－Ｙテーブル３６において、離型フィル
ム３７の上に載置された多孔質金属３８が材料収容枠４０の貫通孔４１（図６参照）に配
置されるように材料収容枠４０を離型フィルム３７の上に載置する。材料搬送機構３９を
所定位置Ｍ１に戻す。
【０１５１】
　次に、Ｘ－Ｙテーブル３６を移動させて、材料収容枠４０を樹脂材料投入機構７４の下
方の所定位置に停止させる。次に、Ｘ－Ｙテーブル３６をＸ方向及びＹ方向に移動させる
ことによって、樹脂材料投入機構７４から材料収容枠４０に所定量の樹脂材料４４を供給
する。Ｘ－Ｙテーブル３６を元の位置に戻す。この段階において、材料収容枠４０と離型
フィルト３７と多孔質金属３８と樹脂材料４４とが一体化される（図６参照）。
【０１５２】
　次に、材料搬送機構３９を所定位置Ｍ１から－Ｙ方向に移動させて、Ｘ－Ｙテーブル３
６に載置されている材料収容枠４０を受け取る。材料搬送機構３９を所定位置Ｍ１まで戻
す。材料搬送機構３９を、成形モジュール６３Ｂの所定位置Ｐ１まで－Ｘ方向に移動させ
る。
【０１５３】
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　次に、成形モジュール６３Ｂにおいて、材料搬送機構３９を－Ｙ方向に移動させて下型
４５上の所定位置Ｃ１に停止させる。材料搬送機構３９を下降させて、樹脂材料４４と多
孔質金属３８と離型フィルム３７とをキャビティ４８に供給する。材料搬送機構３９を所
定位置Ｍ１まで戻す。
【０１５４】
　次に、成形モジュール６３Ｂにおいて、型締め機構７１によって下型４５を上昇させ、
上型４９（図８参照）と下型４５とを型締めする。所定時間が経過した後に、上型４９と
下型４５とを型開きする。
【０１５５】
　次に、基板供給・収納モジュール６２の所定位置Ｓ１から下型４５上の所定位置Ｃ１に
基板搬送機構７０を移動させて、チップ５０と多孔質金属３８とが樹脂封止された封止済
基板６７（図８においては成形品５５に相当する）を受け取る。基板搬送機構７０を移動
させ、基板載置部６９に封止済基板６７を受け渡す。基板載置部６９から封止済基板収納
部６８に封止済基板６７を収納する。このようにして、樹脂封止が完了する。
【０１５６】
　本実施例においては、基板供給・収納モジュール６２と材料供給モジュール６４との間
において、３個の成形モジュール６３Ａ、６３Ｂ、６３ＣをＸ方向に並べて装着した。基
板供給・収納モジュール６２と材料供給モジュール６４とを１つのモジュールにして、そ
のモジュールに１個の成形モジュール６３ＡをＸ方向に並べて装着してもよい。これらに
よって、製造段階及び客先の工場に設置した後の段階の双方において、成形モジュール６
３Ａ、６３Ｂ、・・・を増減することができる。したがって、生産形態や生産量に対応し
て、樹脂封止装置６１の構成を最適化できるので、生産性の向上を図ることができる。
【０１５７】
　各実施例において使用される多孔質金属には、目の細かい金網が含まれる。各実施例に
おいて使用される多孔質金属としては、金属ワイヤ製のたわし（wire scourer）の材料と
して使用される金網と同種の金網のうち目の細かいものが好ましい。
【０１５８】
　多孔質金属に代えて、次の材料を使用することができる。これらの材料は、導電性と可
撓性などの変形可能性とを有する。第１の材料は、波形状（ジグザグ状を含む）の断面形
状を有する金属板（金属箔を含む）である。第２の材料は、導電性繊維である。第３の材
料は、スポンジ状などの導電性樹脂である。多孔質金属を含む上述した材料を、電子部品
の放熱板若しくは電磁遮蔽板又はそれらの双方として使用することができる。これらの材
料を組み合わせて使用してもよい。これらの材料によって、樹脂封止においてチップに加
えられる成形圧力を減らせるので、チップの破損を防止することができる。
【０１５９】
　各実施例において使用される樹脂成形の方式としては、トランスファ成形又は射出成形
を使用できる。これらの場合には、成形型を型締めする工程と成形型が型締めされた状態
を維持する工程との間に、成形型が有する樹脂流路を経由してキャビティに流動性樹脂を
供給する工程を備える。キャビティに供給される流動性樹脂が樹脂材料に相当する。
【０１６０】
　各実施例において使用される樹脂成形の方式としては、圧縮成形を使用できる。これら
の場合には、成形型を型締めする工程の前に、キャビティに樹脂材料を供給する工程を備
える。樹脂材料は、常温で固形であってもよい。この場合には、キャビティに供給された
樹脂材料を加熱することによって溶融させて溶融樹脂（流動性樹脂）を形成し、その流動
性樹脂を硬化させる。樹脂材料は、常温で液状（流動性を有する状態）であってもよい。
この場合には、キャビティに供給された液状樹脂を硬化させる。
【０１６１】
　各実施例において、下型側にキャビティを設け、キャビティの側に多孔質金属を配置す
る例を説明した。この場合には、多孔質金属が配置される配置領域が下型側のキャビティ
の内底面に設けられる。これに限らず、上型側にキャビティを設け、上型側のキャビティ
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の内底面（キャビティ内部における上面）に配置領域を設けてもよい。この場合には、キ
ャビティに供給される樹脂材料として、常温でゼリー状、ペースト状の樹脂材料を使用す
ることが好ましい。下型の型面に配置された基板の上に、常温でゼリー状、ペースト状の
樹脂材料を供給してもよい。
【０１６２】
　各実施例においては、半導体チップを樹脂封止する際に使用される樹脂封止装置及び樹
脂封止方法を説明した。樹脂封止する対象は、半導体チップ、受動素子、センサ、フィル
タなどのチップ、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）などのデバイスでもよい。
リードフレーム、プリント基板、セラミックス基板、フィルムベース基板、金属ベース基
板などの基板に装着された１個又は複数個のチップを硬化樹脂によって樹脂封止する際に
本発明を適用することができる。したがって、制御用の電子モジュールなどとして使用さ
れるマルチチップパッケージ、マルチチップモジュール、ハイブリッドＩＣなどを製造す
る際にも本発明を適用することができる。
【０１６３】
　本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲内で、必要に応じて、任意にかつ適宜に組み合わせ、変更し、又は選択して採用できる
ものである。
【符号の説明】
【０１６４】
　１、１６、２２、２６、２９、３２　電子部品
　２、１７、２３、２７、３０、３３　基板
　３、１８、２４、２８、３１、３４　半導体チップ（チップ）
　４　　配線
　４ａ　接地電極
　５　　基板電極
　６　　ビア配線
　７　　ランド
　７ａ　接地用のランド
　８、９　ソルダレジスト
　１０　はんだボール（外部電極）
　１０ａ　接地用のはんだボール（外部電極）
　１１　パッド電極（チップ電極）
　１２　ボンディングワイヤ（接続部材）
　１３　多孔質金属（第１の部材、第２の部材）
　１５　多孔質金属（第２の部材）
　１４　封止樹脂
　１９　基板電極
　２０　バンプ（接続部材）
　２１、２１ａ、２５ａ、３８、５６、５６ａ　多孔質金属（第１の部材）
　２１ｂ　多孔質金属（第２の部材）
　２１ｃ　金属板（第１の部材）
　２５　多孔質金属（第２の部材、第１の部材）
　２５ｂ　金属板（第２の部材）
　３５　アンダーフィル
　３６　Ｘ－Ｙテーブル
　３７　離型フィルム
　３９、５８　材料搬送機構（樹脂供給機構）
　３９ａ、３９ｂ、５８ａ、５８ｂ　保持部
　４０、５９　材料収容枠
　４１　貫通孔
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　４２、６０周縁部
　４３　吸着溝
　４４　樹脂材料
　４５　下型（第１の型、第２の型）
　４６　周面部材
　４７　底面部材
　４８　キャビティ
　４９　上型（第２の型、第１の型）
　５０　チップ
　５１　基板（封止前基板）
　５２　バンプ（接続部材）
　５３　溶融樹脂（流動性樹脂）
　５４　硬化樹脂（封止樹脂）
　５５　成形品（電子部品）
　５７、５７ａ　内部空間
　６１　樹脂封止装置（製造装置）
　６２　基板供給・収納モジュール
　６３Ａ、６３Ｂ、６３Ｃ　成形モジュール
　６４　材料供給モジュール
　６５　封止前基板（基板）
　６６　封止前基板供給部
　６７　封止済基板
　６８　封止済基板収容部
　６９　基板載置部
　７０　基板搬送機構（基板供給機構）
　７１　型締め機構
　７２　離型フィルム供給機構
　７３　放熱板供給機構
　７４　樹脂材料投入機構
　Ｓ１、Ｐ１、Ｃ１、Ｍ１　所定位置
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